
議案第１３号 

 

曲畑辺地及び志鳥下辺地に係る総合整備計画の策定について 

 

 曲畑辺地及び志鳥下辺地に係る総合整備計画を別添のとおり定めることについ

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１５号及び辺地に係

る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法

律第８８号）第３条第１項の規定により議会の議決を求める。 

 

  令和６年１１月２９日提出 

 

那須烏山市長 川 俣 純 子   

 



総 合 整 備 計 画 書 

栃木県那須烏山市曲畑辺地 

  （辺地の人口 400人、面積 4.8ｋ㎡） 

 

１ 辺地の概況 

⑴ 辺地を構成する町又は字の名称   那須烏山市曲畑字下條 

⑵ 辺地の中心の位置         那須烏山市曲畑 248番地３ 

⑶ 辺地度の点数           168点 

 

２ 公共施設の整備を必要とする事情 

⑴ 辺地の地勢 

  当該地域は、市の西南部に位置し、大赤根の高保地（標高 187ｍ）から南部の県道宇

都宮・向田線に至るまで斜面が続き、その山腹のわずかな平地に集落が形成され、地

理的条件は劣悪である。 

⑵ 住民の日常生活の現況 

  当該地域から市中心部まで 6.2 ㎞あり、幹線道路に通じる地域内の生活道路整備が

不十分で、地理的条件も劣悪なため、生活水準は低位にある。 

⑶ 施設の整備を図ることが特に必要である事情 

   当該地域は、住民の生活道路になっている集落道の幅員が狭いため、緊急時の患者

輸送や通勤、通学等に不便をきたしている。これらの不利な条件を解消し地域住民の

生活向上を図るため早急な改良が必要である。 

 

３ 公共施設の整備計画 

令和７年度から令和 11年度までの５年間            （単位：千円） 

区分 

 

施設名  事業主体 

事業費 

財源内訳 一般財源のうち 

辺地対策事業債の 

予定額 
特定財源 一般財源 

市     道 

（田野倉曲畑線） 
市 405,000  405,000 400,000 

合     計  405,000  405,000 400,000 
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総 合 整 備 計 画 書 

栃木県那須烏山市志鳥下辺地 

  （辺地の人口 170人、面積 4.8ｋ㎡） 

 

１ 辺地の概況 

⑴ 辺地を構成する町又は字の名称   那須烏山市志鳥字柏崎 

⑵ 辺地の中心の位置         那須烏山市志鳥 216番地３ 

⑶ 辺地度の点数           113点 

 

２ 公共施設の整備を必要とする事情 

⑴ 辺地の地勢 

  当該地域は、市の西北部に位置し、県道那須烏山矢板線に至るまで斜面が続き、そ

の山腹のわずかな平地に集落が形成され、地理的条件は劣悪である。 

⑵ 住民の日常生活の現況 

  当該地域から市中心部まで 7.0 ㎞あり、幹線道路に通じる地域内の生活道路整備が

不十分で、地理的条件も劣悪なため、生活水準は低位にある。 

⑶ 施設の整備を図ることが特に必要である事情 

   当該地域は、住民の生活道路になっている集落道の老朽化が著しく、幅員が狭いた

め、緊急時の患者輸送や通勤、通学等に不便をきたしている。これらの不利な条件を

解消し地域住民の生活向上を図るため早急な改良が必要である。 

 

３ 公共施設の整備計画 

令和７年度から令和 11年度までの５年間            （単位：千円） 

区分 

 

施設名  事業主体 

事業費 

財源内訳 一般財源のうち 

辺地対策事業債の 

予定額 
特定財源 一般財源 

市     道 

（下川井柏崎線） 
市 405,000  405,000 400,000 

合     計  405,000  405,000 400,000 
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